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(57)【要約】
【課題】複数の異なる波長帯の光を、同一の蛍光体を通
して出射光を得る場合に、特定の波長帯の光にのみ蛍光
体を励起発光させ、他の波長帯の光は蛍光体を励起発光
させずに通過させることで、蛍光体の発光光と、他の波
長帯の光とを相互干渉なく個別に取り出すことのできる
光源装置、および撮像装置、ならびに内視鏡装置を提供
する。
【解決手段】第１の光源３３と、第１の光源３３とは異
なる発光波長を有する第２の光源３５と、第１の光源３
３および第２の光源３５から離間して配置され所定の励
起波長帯の光を吸収して蛍光を発する蛍光体４３と、を
有する光源装置であって、蛍光体４３は、第１の光源３
３および第２の光源３５の共通する出射光光路上に配置
され、上記所定の励起波長帯に、第１の光源３３の発光
波長が含まれ、第２の光源３５の発光波長が含まれない
ようにした。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の光源と、該第１の光源とは異なる発光波長を有する第２の光源と、前記第１の光
源および前記第２の光源から離間して配置され所定の励起波長帯の光を吸収して蛍光を発
する蛍光体と、を有する光源装置であって、
　前記蛍光体は、前記第１の光源および前記第２の光源の共通する出射光光路上に配置さ
れ、
　前記所定の励起波長帯に、前記第１の光源の発光波長が含まれ、前記第２の光源の発光
波長が含まれない光源装置。
【請求項２】
　請求項１記載の光源装置であって、
　前記第１の光源および前記第２の光源と、前記蛍光体との間に光ファイバーを配設した
光源装置。
【請求項３】
　請求項２記載の光源装置であって、
　前記第１の光源からの出射光と、前記第２の光源からの光とを合波した光が前記光ファ
イバーに導入される光源装置。
【請求項４】
　請求項１～請求項３のいずれか１項記載の光源装置であって、
　前記第１の光源の出射光により前記蛍光体が発する蛍光によって白色光が生成される光
源装置。
【請求項５】
　請求項１～請求項４のいずれか１項記載の光源装置であって、
　前記第１の光源が、青色レーザ光を出射する青色レーザ光源である光源装置。
【請求項６】
　請求項１～請求項５のいずれか１項記載の光源装置であって、
　前記第２の光源が、レーザ光を出射するレーザ光源である光源装置。
【請求項７】
　請求項１～請求項６のいずれか１項記載の光源装置であって、
　前記第２の光源が、互いに異なる発光波長を有する複数の光源からなる光源装置。
【請求項８】
　請求項１～請求項７のいずれか１項記載の光源装置であって、
　前記第１の光源からの光と、前記第２の光源からの光とを選択的に切り換えて前記蛍光
体に照射する切り換え手段を備えた光源装置。
【請求項９】
　請求項１～請求項８のいずれか１項記載の光源装置であって、
　前記第１の光源からの励起光を吸収する励起光カットフィルターが前記蛍光体の光路前
方に配置された光源装置。
【請求項１０】
　請求項１～請求項９のいずれか１項記載の光源装置と、
　前記光源装置による光照射領域からの光を検出して画像信号を生成する撮像素子を備え
た撮像手段と、
を具備する撮像装置。
【請求項１１】
　請求項１０記載の撮像装置であって、
　前記第１の光源からの出射光が、前記撮像素子の分光感度特性の短波長側検出限界より
短い波長である撮像装置。
【請求項１２】
　請求項１０または請求項１１記載の撮像装置を備え、内視鏡挿入部先端から前記第１の
光源による照明光と前記第２の光源による照明光とを出射する内視鏡装置。
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【請求項１３】
　請求項１２記載の内視鏡装置であって、
　前記第２の光源からの出射光が、青色乃至緑色の光を含む内視鏡装置。
【請求項１４】
　請求項１２または請求項１３記載の内視鏡装置であって、
　前記第２の光源からの出射光が、赤色光乃至赤外光を含む内視鏡装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、光源装置および撮像装置ならびに内視鏡装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より広く使用されている内視鏡装置は、光源装置内のランプからの照明光を内視鏡
挿入部に沿って設けたライトガイドにより導光し、このライトガイドで導光された照明光
を内視鏡挿入部の先端の照明窓から出射して、検査対象部位を照明する構成になっている
。これに対し、青色レーザ光を光ファイバーにより内視鏡挿入部先端側に導き、光ファイ
バー先端に配置された蛍光体をその青色レーザ光により励起発光させて、白色照明光を照
射する光源装置が特許文献１に記載されている。この光源装置によれば、従来のファイバ
ーバンドルに比べ外径が細いので、経鼻内視鏡のようにスコープ外形が細いことが要求さ
れる場合などに好適に利用できる。しかし、この場合、４５０～４８０ｎｍ付近の光量が
不足し、従来の内視鏡照明光（Xeランプ）が有する波長４３０～６８０ｎｍ付近までの連
続スペクトルと比較すると、演色性に乏しくなる不利があった。
【０００３】
　また、内視鏡診断においては、上記の白色照明光による観察に加えて、特定の波長帯域
の光で照明した画像を利用する特殊光診断と呼ばれる手法がある（例えば特許文献２，３
参照）。その場合の照明光は、特定の狭い波長帯域の光が用いられる。特殊光診断では、
例えば粘膜層あるいは粘膜下層に発生する新生血管を明瞭に観察でき、通常の観察像では
得られない粘膜表面の微細構造の描写が可能であるため、例えば、病変の診断や癌の早期
発見等に有益に供されている。
【０００４】
　ところで、上記のレーザ光と蛍光体を組み合わせて得る白色照明光の他に、特殊光診断
用に特定の波長帯域の光を出射させるには、その特定の波長帯域の光を蛍光体の励起光と
共に光ファイバーに合波すればよい。図１２に通常照明時（白色照明光による照明）を（
ａ）、特殊光照明時（特定波長帯域の光による照明）を（ｂ）として、それぞれの励起ス
ペクトルおよび発光スペクトルを示した。同図（ａ）に示すように、励起光は蛍光体が励
起発光する励起波長帯Ｗ内の波長光であり、この励起光によって、蛍光体は発光スペクト
ルで示される波長成分の光を励起発光する。ところが同図（ｂ）に示すように、特殊光照
明時において、特定の波長帯域の光が励起波長帯Ｗ内の波長光であると、蛍光体から不要
な蛍光が発生し、特定の波長帯域特有の観察画像が得られないことがある。
【特許文献１】特開２００５－２０５１９５号公報
【特許文献２】特開２００１－１７０００９号公報
【特許文献３】特開２００５－１９８７９４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明は、このような状況に鑑みてなされたもので、複数の異なる波長帯の光を、同一
の蛍光体を通して出射光を得る場合に、特定の波長帯の光にのみ蛍光体を励起発光させ、
他の波長帯の光は蛍光体を励起発光させずに通過させることで、蛍光体の発光光と、他の
波長帯の光とを相互干渉なく個別に取り出すことのできる光源装置、およびこの光源装置
を用いて光照射領域からの光を検出する撮像装置、ならびに、この撮像装置を備え、複数
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種の照明光下で良好な観察画像が得られる内視鏡装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明は、下記構成からなる。
（１）　第１の光源と、該第１の光源とは異なる発光波長を有する第２の光源と、前記第
１の光源および前記第２の光源から離間して配置され所定の励起波長帯の光を吸収して蛍
光を発する蛍光体と、を有する光源装置であって、
　前記蛍光体は、前記第１の光源および前記第２の光源の共通する出射光光路上に配置さ
れ、
　前記所定の励起波長帯に、前記第１の光源の発光波長が含まれ、前記第２の光源の発光
波長が含まれない光源装置。
【０００７】
　この光源装置によれば、第１の光源からの光が蛍光体に照射されたときに蛍光体から蛍
光が発生し、第２の光源からの光が蛍光体に照射されたときには、蛍光体を励起発光させ
ることなく通過する。これにより、第１の光源からの光と蛍光体が発する蛍光、および第
２の光源からの光を相互干渉なく選択的に出射させることができる。
【０００８】
（２）　（１）記載の光源装置であって、
　前記第１の光源および前記第２の光源と、前記蛍光体との間に光ファイバーを配設した
光源装置。
【０００９】
　この光源装置によれば、第１の光源および第２の光源からの光を光ファイバーを通じて
蛍光体に照射することで、各光源と蛍光体との双方の配置の自由度を高められる。また、
細径である光ファイバーにより接続されるため、接続経路を細く形成することができる。
【００１０】
（３）　（２）記載の光源装置であって、
　前記第１の光源からの出射光と、前記第２の光源からの光とを合波した光が前記光ファ
イバーに導入される光源装置。
【００１１】
　この光源装置によれば、一本の光ファイバーにより第１の光源および第２の光源からの
光が蛍光体まで導光され、さらなる接続経路の細径化が図られる。
【００１２】
（４）　（１）～（３）のいずれか１項記載の光源装置であって、
　前記第１の光源の出射光により前記蛍光体が発する蛍光によって白色光が生成される光
源装置。
【００１３】
　この光源装置によれば、第１の光源の出射光が蛍光体に照射され、この蛍光体から発せ
られる蛍光によって白色光が生成するため、蛍光体材料や第１の光源の種類を変更するこ
とで、任意の波長成分の光強度を容易に設計でき、目的とする白色光を簡単に生成するこ
とができる。
【００１４】
（５）　（１）～（４）のいずれか１項記載の光源装置であって、
　前記第１の光源が、青色レーザ光を出射する青色レーザ光源である光源装置。
【００１５】
　この光源装置によれば、青色レーザ光を用いることで単位面積あたりの光量を増大させ
ることができる。
【００１６】
（６）　（１）～（５）のいずれか１項記載の光源装置であって、
　前記第２の光源が、レーザ光を出射するレーザ光源である光源装置。
【００１７】
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　この光源装置によれば、狭波長帯域の光を出射させることができる。
【００１８】
（７）　（１）～（６）記載の光源装置であって、
　前記第２の光源が、互いに異なる発光波長を有する複数の光源からなる光源装置。
【００１９】
　この光源装置によれば、複数の光源からの光を出射でき、目的に応じた照明が行える。
【００２０】
（８）　（１）～（７）のいずれか１項記載の光源装置であって、
　前記第１の光源からの光と、前記第２の光源からの光とを選択的に切り換えて前記蛍光
体に照射する切り換え手段を備えた光源装置。
【００２１】
　この光源装置によれば、第１光源からの光と第２光源からの光を切り換えることで、異
なる波長帯域の光を選択的に出射させることができる。
【００２２】
（９）　（１）～（８）のいずれか１項記載の光源装置であって、
　前記第１の光源からの励起光を吸収する励起光カットフィルターが前記蛍光体の光路前
方に配置された光源装置。
【００２３】
　この光源装置によれば、蛍光体を励起発光させた励起光を蛍光体より光路前方で除くこ
とで、無用な光の出射をなくすことができる。
【００２４】
（１０）　（１）～（９）のいずれか１項記載の光源装置と、
　前記光源装置による光照射領域からの光を検出して画像信号を生成する撮像素子を備え
た撮像手段と、
を具備する撮像装置。
【００２５】
　この撮像装置によれば、光源装置から出射される光を被検体に照射し、被検体からの光
を撮像素子で取り込んで被検体の観察画像信号を生成することで、異なる波長帯域の光に
よる照明画像をそれぞれ取得することができる。
【００２６】
（１１）　（１０）記載の撮像装置であって、
　前記第１の光源からの出射光が、前記撮像素子の分光感度特性の短波長側検出限界より
短い波長である撮像装置。
【００２７】
　この撮像装置によれば、第１の光源からの出射光が撮像素子により検出されることがな
くなり、第１の光源による光を画像信号から分離抽出する等の処理を簡単に省くことがで
きる。
【００２８】
（１２）　（１０）または（１１）記載の撮像装置を備え、内視鏡挿入部先端から前記第
１の光源による照明光と前記第２の光源による照明光とを出射する内視鏡装置。
【００２９】
　この内視鏡装置によれば、内視鏡挿入部先端から異なる種類の照明光を選択的に出射さ
せることができる。
【００３０】
（１３）　（１２）記載の内視鏡装置であって、
　前記第２の光源からの出射光が、青色乃至緑色の光を含む内視鏡装置。
【００３１】
　この内視鏡装置によれば、青色乃至緑色光を出射させることで、特殊光診断における強
調画像の生成が行える。
【００３２】
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（１４）　（１２）または（１３）記載の内視鏡装置であって、
　前記第２の光源からの出射光が、赤色光乃至赤外光を含む内視鏡装置。
【００３３】
　この内視鏡装置によれば、赤色光乃至赤外光を出射させることで、赤外光が吸収されや
すい薬剤を静脈注射した状態で観察する、いわゆる赤外光観察、及び赤外蛍光観察を実施
できる。
【発明の効果】
【００３４】
　本発明の光源装置によれば、複数の異なる波長帯の光を、同一の蛍光体を通して出射光
を得る場合に、特定の波長帯の光にのみ蛍光体を励起発光させ、他の波長帯の光は蛍光体
を励起発光させずに通過させることで、蛍光体の発光光と、他の波長帯の光とを相互干渉
なく個別に取り出すことができる。
　また本発明の撮像装置によれば、蛍光体による発光光を照明光とした観察画像と、他の
波長帯の光を照明光とした観察画像をそれぞれ個別に撮像することができる。
　さらに本発明の内視鏡装置によれば、複数種の照明光下で良好な観察画像が得られ、こ
れにより、高い精度の特殊光診断が可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３５】
　以下に、光源装置および撮像装置を用いて構成した内視鏡装置に基づいて、その好適な
実施の形態を、図面を参照して詳細に説明する。
＜第１の実施形態＞
　図１に本実施形態の内視鏡装置の概念的な構成図を示した。
　本実施形態の内視鏡装置１００は、主に、内視鏡１０、光源装置２０、画像処理装置３
０、モニタ４０を備えて構成される。
　内視鏡１０は、本体操作部１１と、この本体操作部１１に連設され、被検体（体腔）内
に挿入される内視鏡挿入部１３とを備える。内視鏡挿入部１３の先端部には撮像光学系で
ある撮像素子１５と撮像レンズ１７が配置され、また、撮像光学系の近傍には照明光学系
の照明用光学部材１９とこれに接続される光ファイバー２１が配置されている。光ファイ
バー２１は詳細を後述する光源装置２０の光源部３１に接続され、撮像素子１５からの撮
像信号は画像処理装置３０に入力される。
【００３６】
　撮像素子１５は、ＣＣＤ(charge coupled device）やＣＭＯＳ(Complementary Metal-O
xide Semiconductor）等の撮像素子が使用され、その撮像信号は、制御部２９からの指令
に基づいて撮像信号処理部２７によって画像データに変換されて適宜の画像処理が施され
る。制御部２９は、撮像信号処理部２７から出力される画像データを撮像画像表示手段で
あるモニタ４０に映出したり、図示しないＬＡＮ等のネットワークに接続して画像データ
を含む情報を配信する。また、制御部２９には、撮像信号を保存するための第１のメモリ
５１と、第２のメモリ５２が接続されている。これら第１のメモリ５１，第２のメモリ５
３については後述する。
【００３７】
　次に、照明光学系の構成例を説明する。
　図２は図１に示す光源装置２０の光学系の構成図である。
　本実施形態の光源装置２０は、中心波長３８０ｎｍの近紫外レーザ光源（第１の光源）
３３と、中心波長４４５ｎｍの青色レーザ光源（第２の光源）３５と、近紫外レーザ光源
３３および青色レーザ光源３５からのレーザ光をそれぞれ平行光化するコリメータレンズ
３７，３７と、２本のレーザ光を偏光合波する光カップリング手段であるダイクロイック
プリズム３９と、ダイクロイックプリズム３９で同一光軸上に合波されたレーザ光を光フ
ァイバー２１の一端に集光する集光レンズ４１と、を光源部３１に備える。光ファイバー
２１の他端側の照明用光学部材１９は、近紫外レーザ光源３３からのレーザ光を励起光と
して発光する蛍光体４３を含んで構成される。蛍光体４３は、近紫外レーザ光源３３およ
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び青色レーザ光源３５から離間した位置で双方に共通する出射光路上に配置され、所定の
励起波長帯の光を吸収して蛍光を発する。この励起波長帯に、近紫外レーザ光源３３の発
光波長が含まれ、青色レーザ光源３５の発光波長が含まれないようにされている。したが
って、蛍光体４３は近紫外レーザ光源３３からのレーザ光により蛍光を発生し、青色レー
ザ光源３５からのレーザ光によっては蛍光を発せずに、このレーザ光を拡散させて光路前
方へ出射させる。つまり、直進性の高いレーザ光から、光軸に対して片側６０°～７０°
の拡散角を有する拡散光として青色レーザ光を出射させ、照度むらのない照明光を出射さ
せている。なお、照明用光学部材１９として、他にレンズやフィルター等を設けてもよい
。また、光源部３１は、内視鏡１０の本体操作部１１内に配置する構成としても良い。
【００３８】
　制御部２９は、近紫外レーザ光源３３と青色レーザ光源３５からの各レーザ光の出射制
御を行い、近紫外レーザ光源３３は、制御部２９からの指令に基づいて出射光量を制御し
つつ近紫外レーザ光を出射し、この出射光が光ファイバー２１を通じて内視鏡挿入部１３
の蛍光体４３に照射される。
【００３９】
　ここで、近紫外レーザ光源３３としては、ＩｎＧａＮ半導体レーザ、青色レーザ光源３
５としては、ＩｎＧａＮマルチモード半導体レーザが使用できる。
【００４０】
　蛍光体４３としては、例えば、特開２００６－２１１５号公報に記載のような、添加元
素として鉛（Pb）を含み、４硫化２ガリウムカルシウム（CaGa2S4）を母体とする結晶性
の固体蛍光材料、あるいは、添加元素として鉛（Pb）とセリウム（Ce）を含み、４硫化２
ガリウムカルシウム（CaGa2S4）を母体とする結晶性の固体蛍光材料が使用できる。この
蛍光体材料によれば、約４６０ｎｍ～約６６０ｎｍのほぼ可視全域に至る蛍光を得ること
ができ、白色光照明時における演色性が向上する。
【００４１】
　また、この他にも、緑色蛍光体であるLiTbW2O8（小田喜　勉、“白色LED用蛍光体につ
いて”、電子情報通信学会技術研究報告ED2005-28, CFM2005-20,SDM2005-28, pp.69-74(2
005-05)等を参照)、ベータサイアロン（β－sialon:Eu)青色蛍光体（広崎　尚登、解　栄
軍、佐久間　健、“サイアロン系信蛍光体とそれを用いた白色ＬＥＤの開発”、応用物理
学会誌　第７４巻、第１１号、pp.1449-1452（２００５）、あるいは、山元　明　東京工
科大パイオニクス学部、応用物理学会誌　第76巻　第３号、p.241（2007）を参照）、CaA
lSiN3赤色蛍光体等を組み合わせて用いることができる。ベータサイアロンは、β型窒化
ケイ素結晶にアルミニウムと酸とが固溶したSi6-zAl2O2N8-z（ｚは固溶量）の組成で示さ
れる結晶である。蛍光体４３は、これらLiTbW2O8とベータサイアロン、CaAlSiN3を混在さ
せたものとしてもよく、また、これらの蛍光体を層状に重ねた構成としてもよい
　なお、蛍光体４３の光出射側に、不要な近紫外光の出射を抑制するための近紫外光の選
択反射膜を設けると、近紫外光が蛍光体４３に再入射されて、蛍光の発生をより強めるこ
とができる。
【００４２】
　光ファイバー２１は、マルチモードファイバーであり、一例として、コア径１０５μｍ
、クラッド径１２５μｍ、外皮となる保護層を含めた径がφ０．３～０．５ｍｍの細径な
ケーブルを使用できる。
【００４３】
　図３は、蛍光体の励起スペクトルと発光スペクトルおよび各光源からの光の分光強度を
、（ａ）通常光照明時と（ｂ）特殊光照明時で示すグラフである。（ａ）は、近紫外レー
ザ光源３３からのレーザ光により波長変換された蛍光のスペクトル分布を示すグラフで、
（ｂ）は青色レーザ光源３５からのレーザ光を出射した場合のスペクトル分布を示すグラ
フである。
　図３（ａ）に示すように、近紫外レーザ光源３３からのレーザ光は、波長λ１（３８０
ｎｍ）の輝線で表され、蛍光体４３は、この波長λ１で励起スペクトル（図中波線で示す
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）のピークとなり、高効率で蛍光（図中実線で示す）を発光する。これにより、近紫外レ
ーザ光源３３からのレーザ光が蛍光体４３により波長変換され、白色光となって出射され
る。
　また、図３（ｂ）に示すように、近紫外レーザ光源３３の出力を停止し、波長λ２（４
４５ｎｍ）の青色レーザ光源３５を蛍光体４３に照射した場合、蛍光体４３は、励起スペ
クトルの励起波長帯Ｗ内に励起光が存在しないため、蛍光を発することなく、青色レーザ
光のみが出射される。つまり、複数の異なる波長帯の光を、同一の蛍光体４３を通して出
射光を得る際に、特定の波長帯の光にのみ蛍光体４３を励起発光させ、他の波長帯の光は
蛍光体４３を励起発光させずに通過させる。これにより、蛍光体４３の発光光と、他の波
長帯の光とを相互干渉なく個別に取り出すことができる。
【００４４】
　次に、上記構成の光源装置２０が組み込まれた内視鏡装置１００の使用例を説明する。
　図１に示すように、内視鏡装置１００においては、内視鏡挿入部１３を体腔内に挿入し
て、内視鏡挿入部１３の先端から白色照明光および特色光を照明用光学部材１９を通して
出射させる。白色光と特色光は、制御部２９によりそれぞれ切り換えて、いずれか一方の
みを出射させる。そして、この出射光が被検体に照射された反射光等を、撮像レンズ１７
を通して撮像素子１５で撮像する。撮像して得た撮像信号は、撮像信号処理部２７によっ
て適宜な画像処理を施して、モニタ４０に出力する。あるいは記録媒体に保存する。
【００４５】
　このような撮像素子１５を用いた撮像の際、体腔内で白色の照明光を照射して観察する
通常の内視鏡診断時には、制御部２９は、近紫外レーザ光源３３の出力をＯＮにし、青色
レーザ光源３５の出力をＯＦＦにする。この場合には、近紫外レーザ光源３３からのレー
ザ光により励起発光する蛍光体４３からの蛍光、すなわち、白色照明光が被検体に照射さ
れる。また、内視鏡装置１００による特殊光診断を行う際は、制御部２９は、青色レーザ
光源３５の出力をＯＮにし、近紫外レーザ光源３３の出力をＯＦＦにする。この場合には
、青色レーザ光源３５による狭波長帯域の青色光が被検体に照射される。
【００４６】
　そして、これら青色を照射した被検体からの反射光を撮像素子１５により撮像し、撮像
信号処理部２７は、特殊光診断用の画像情報をモニタ４０に表示する。このときの画像情
報としては、青色レーザ光による観察画像を表示したり、他の照明色による観察画像を用
いて疑似カラー画像を生成して、この疑似カラー画像を表示する。この特殊光診断用の画
像処理の詳細については、後述する。
【００４７】
　この構成によれば、近紫外レーザ光源３３と青色レーザ光源３５とを、制御部２９によ
って選択的に出力を切り換えることで、図３（ａ）に示す白色光を照射する通常光照明、
図３（ｂ）に示す特定の波長帯域の光を照射する特殊光照明を行うことができる。通常光
照明によれば肉眼で観察したときと同様の色調の観察画像が得られ、特殊光照明によれば
特殊光診断における診断用画像を得ることができる。
　また、白色光を照射する際に、励起光となる近紫外レーザ光源３３の光が撮像画像に関
与しなくなり、不要な光が混入することがない。また、励起光に近い短波長側から励起発
光強度の高い広帯域の連続スペクトルで照明されるので、特定波長域（従前のように青色
波長域）で分光強度が欠落することなく、演色性が向上する。よって、白色照明画像の色
再現性が向上し、内視鏡診断において病変部の見落としが少なくなり、診断精度の向上に
寄与できる。
【００４８】
　また、白色照明光と特定の狭い可視波長帯域の光とを、内視鏡１０の本体操作部１１に
設けたスイッチ１２等により、簡単な手元操作により切り換え自在とする構成としてもよ
い。この場合、照明光を手動により任意のタイミングで切り換えることができ、使い勝手
を向上することができる。
【００４９】
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　ここで、本実施形態の蛍光体４３は、近紫外レーザ光源３３からの波長λ１の光により
励起され、青色レーザ光源３５からの波長λ２の光により励起されない特性を有する。こ
のような特性の蛍光体は、上記した種類の他、図４に示す材料を用いることができる。
　図４において、（ａ）はＹ２Ｏ２Ｓ：Ｅｕの赤色発光蛍光体、（ｂ）は（Ｂａ，Ｍｇ）
Ａｌ１０Ｏ１７：Ｅｕ，Ｍｎの緑色発光蛍光体、（ｃ）は（Ｓｒ，Ｃａ，Ｂａ，Ｍｇ）１

０（ＰＯ４）６Ｃ１２：Ｅｕの青色発光蛍光体の励起スペクトルと発光スペクトルをそれ
ぞれ示している。いずれの蛍光体も、波長λ２の光に対しては殆ど励起されず、波長λ１

の光によって励起発光する。
【００５０】
　ここで、上記例示した各蛍光体のように、近紫外レーザ光源３３からの近紫外レーザ光
により励起され、他の青色レーザ光源３５からの青色レーザ光によっては励起発光しない
、つまり、蛍光体固有の励起波長帯に他の光源の発光波長が含まれないことについては、
詳しくは次のように規定できる。
　蛍光体の励起スペクトルは、特定の波長帯にわたって存在し、励起光としてその励起ス
ペクトルの発光効率が高い領域の波長を使用すれば、高効率で蛍光を発することができる
。そのため、本実施の形態では近紫外レーザ光が蛍光体の励起スペクトル中でも発光効率
の高い波長であることが好ましい。一方、本実施の形態における青色レーザ光は、励起ス
ペクトルの発光効率の低い波長にする。
【００５１】
　蛍光体の励起スペクトルは、最大の発光効率となる波長から離れるに従って、その発光
効率が徐々に低下する一つ乃至複数のピークを持つプロファイルとなる。そのようなピー
クを有するプロファイルに対して、ピークの裾野の完全にゼロになるまでの波長範囲を励
起波長帯とすると、それは、かなり広い波長帯となり、裾野に相当する波長では、光が蛍
光体に照射されても発生する蛍光は微弱となる。そのため、実質的に励起が生じる励起波
長帯を、最大発光効率に対する半値幅の波長帯と定義することができる。また、励起波長
帯は、最大発光効率の１／１０までの発光効率を有する波長帯であることが好ましく、最
大発光効率の１／１００までの発光効率を有する波長帯であることがより好ましい。そし
て、最大発光効率の１／１０００までの発光効率を有する波長帯とすると、高精度で不要
な蛍光成分を排除できる。
【００５２】
　さらに、励起波長帯は、蛍光体からの発光スペクトルから定義することもできる。例え
ば、図１５（ａ）に示す蛍光体の発光スペクトルの積分強度Ｉ１と、図１５（ｂ）に示す
不要な蛍光の発光スペクトルの積分強度Ｉ２との関係で、積分強度Ｉ１に対する積分強度
Ｉ２が５０％以下、好ましくは１０％以下、さらに好ましくは１％以下、特に好ましくは
０．１％以下とすることでもよい。
　いずれにせよ、照明する対象、目的、また、使用する蛍光体材料等の諸条件に応じて、
励起波長帯とする範囲を設定すればよい。
【００５３】
＜第２の実施形態＞
　次に、光源装置の他の実施形態を説明する。
　図５は図１に示す光源装置の他の光学系の構成図である。ここで、図２に示す部材と同
一の部材は、同一の符号を付与することで、その説明は省略または簡単化する。
　本実施の形態では、図２に示す光学系にさらに緑色レーザ光を出射可能に構成している
。すなわち、図５に示すように、青色レーザ光源３５の青色レーザ光を導入するダイクロ
イックプリズム３９の出射光路前方に緑色レーザ光導入用のダイクロイックプリズム４７
を配置し、このダイクロイックプリズム４７にコリメータレンズ３７を介して緑色レーザ
光源４９からの緑色レーザ光を導入する。
【００５４】
　緑色レーザ光源４９としては、中心波長５３２ｎｍのＹＡＧ－ＳＨＧレーザを用いるこ
とができる。
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【００５５】
　緑色レーザ光源４９からの緑色レーザ光は、近紫外レーザ光源３３、青色レーザ光源３
５からの各レーザ光の光路に合流され、集光レンズ４１を介して光ファイバー２１に導入
される。光ファイバー２１の光出射側に配置された蛍光体４３は、導入された緑色レーザ
光により励起されず、第１の実施形態と同様に近紫外レーザ光源３３からの近紫外レーザ
光によってのみ励起発光する。
【００５６】
　図６は、蛍光体の励起スペクトルと発光スペクトルおよび各光源からの光の分光強度を
、（ａ）白色光照明時と（ｂ）特殊光照明時で示すグラフである。（ａ）に示すように、
通常の白色光を照射する照明時は、近紫外レーザ光源３３からの近紫外レーザ光により励
起発光する蛍光体４３からの白色光が出力され、（ｂ）に示すように、特殊光を照射する
特殊光照明時は、青色レーザ光源３５からの青色レーザ光と緑色レーザ光源４９からの緑
色レーザ光が出力される。なお、青色レーザ光源３５と緑色レーザ光源４９は双方の出力
をＯＮとする以外にも、いずれか一方のみの出力をＯＮとすることであってもよい。
【００５７】
　このように、白色光と、狭波長帯域の青色光および緑色光とを選択的に照射可能とする
ことで、演色性を高めた白色光を照明光とした観察画像と、狭波長帯域の青色光および緑
色光を照明光とした特殊光診断用の観察画像とを、それぞれ相互干渉なく得ることができ
る。これにより、例えば、中心波長４４５ｎｍの青色レーザ光でピットおよび表層血管の
描出、中心波長５３２ｎｍの緑色レーザ光で深部の微細血管や発赤を観察することができ
る。また、これらの観察画像を用いれば、特殊光診断用の疑似カラー画像を生成すること
ができる。例えば、狭波長帯域の青色光および緑色光を照射したときの撮像素子１５によ
る緑検出信号（狭帯域の緑色光の反射光成分）を赤色の色調、青検出信号を青色と緑色の
色調に変換して疑似カラー画像を生成する。この疑似カラー画像によれば、被検体の表層
の表面微細構造（毛細血管や粘膜微細構造等）を明瞭に観察することができる。
【００５８】
＜第３の実施形態＞
　次に、撮像素子の分光特性と照明光学系の光源波長とを関連付けて構成した第３の実施
形態を説明する。
　本実施形態の光源装置は、基本的に第１実施形態と同様の構成を有するが、撮像素子と
、蛍光体を励起する光源との関係が規定される。
　本実施形態の撮像素子１５（図１参照）は、図７に示すＲ（赤色）、Ｇ（緑色）、Ｂ（
青色）検出の分光特性を有する。この場合の最も短波長側の検出色となる青色の分光感度
が、近紫外レーザ光源の発光波長λ１を含まないようにしている。これにより、蛍光体４
３を励起発光させる近紫外レーザ光源からの光が撮像素子１５によって検出されなくなる
。
【００５９】
　つまり、蛍光体４３を励起発光させる光源の発光波長を、撮像素子１５の分光感度特性
の短波長側検出限界より短い波長にすることで、蛍光体の励起光となる近紫外レーザ光源
３３からの光そのものが観察画像（撮像画像）に何ら影響を及ぼすことがなくなる。その
ため、近紫外レーザ光源３３の出力を変化させても、蛍光体４３の発する蛍光の色調に変
化を生じさせることがなく、常に一定の色調で照明した観察画像が得られることになる。
よって、診断精度を一層向上させることができる。
【００６０】
＜第４の実施形態＞
　次に、蛍光体を励起発光させる光を蛍光体の照射後に除去するための不要光カットフィ
ルターを備えた第４の実施形態を説明する。
　図８に本実施形態の光学系の構成図を示した。ここで、図５に示す部材と同一の部材は
、同一の符号を付与することで、その説明は省略または簡単化する。
　本実施形態の撮像光学系では、内視鏡挿入部１３の撮像素子１５と撮像レンズ１７との
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間に不要光カットフィルター２５を配置している。不要光カットフィルター２５は、図９
に示す分光吸収特性を有す光学フィルターである。すなわち、不要光カットフィルター２
５は、蛍光体４３を励起発光させる光の波長λ１成分に対してはこれを吸収し、波長λ１

より長波長の光成分に対しては透過させる特性を有している。
【００６１】
　この分光吸収特性の不要光カットフィルター２５によれば、第３の実施形態と同様に、
蛍光体の励起光となる近紫外レーザ光源３３からの光そのものが観察画像（撮像画像）に
何ら影響を及ぼすことがなくなる。また、この不要光カットフィルター２５を照明光学系
の蛍光体４３の光路前方に配置すれば、被検体に対して無用な近紫外レーザ光を照射する
ことを阻止でき、被検体の細胞などに生物損傷を与えること等を防止できる。
【００６２】
＜画像処理方法＞
　次に、上記の各実施形態の内視鏡装置により、特殊光診断を行う場合の内視鏡装置の使
用例、および取得した観察画像に対する画像処理例について説明する。
　図１０は、撮像光学系により撮像して時系列的に得た複数のフレーム画像（ａ）と、こ
れらフレーム画像を並べ替えて表示する様子（ｂ）を概念的に示す説明図である。ここで
は、白色光による照明光下の観察像と、特定の可視波長帯域の光による照明光下の観察像
とを、それぞれ別々にモニタ４０に表示する制御を行う。
　制御部２９（図１参照）は、図１０（ａ）に示すように、光源装置２０による出射光を
制御して、第１フレーム目では、中心波長３８０ｎｍの近紫外レーザ光を出射させて白色
光を被検体に照射する。撮像素子１５は、白色光で照明された被検体を撮像し、その撮像
信号を図１に示す第１のメモリ５１に保存する。
【００６３】
　次に、制御部２９は、光源装置２０による出射光を制御して、第２フレーム目では、中
心波長４４５ｎｍの青色レーザ光、中心波長５３２ｎｍの緑色レーザ光を出射させて、そ
れぞれの波長帯の光で照明された被検体を撮像し、その撮像信号を第２のメモリ５３に保
存する。
【００６４】
　以降、同様にして、第３フレーム（奇数フレーム）では第１フレーム目と同様に、第４
フレーム（偶数フレーム）では第２フレームと同様に照明・撮像・撮像信号保存の処理を
行うことを繰り返す。つまり、白色光の照明と、特定の可視波長帯域の光を含む照明とを
撮像素子１５の撮像フレーム毎に交互に切り換える。すると、図１０（ｂ）に示すように
、第１のメモリ５１には白色光による照明画像が蓄積され、第２のメモリ５３には特定の
可視波長帯域の光による観察画像、つまり、特殊光診断用の画像が蓄積される。これら２
種類の撮像信号による画像情報を、図１１に示すように、モニタ４０上の異なる表示領域
５５、５７に、第１のメモリ５１と第２のメモリ５３に保存された撮像信号をそれぞれ表
示する。各表示領域のサイズは図示例では同一にしているが、いずれか一方を他方より大
きく表示したり、いずれか一方の画像表示領域内に、他方の画像を小さく表示する等、任
意に設定することができる。
【００６５】
　なお、上記例は一例であり、例えば第２フレーム目を青色レーザ光を照射したときの撮
像画像、第３フレーム目を緑色レーザ光を照射したときの撮像画像、等と任意に設定する
ことができる。
　また、第１フレーム目の白色光照明画像と、第２フレーム目、第３フレーム目の特殊光
照明画像とを重ね合わせてモニタ４０に表示することもできる。例えば、白色光照明画像
中の一部の領域に特殊光照明画像を混在させることで、観察対象とする部位を強調画像(
疑似カラー画像）で表示するとともに、その周囲の画像は白色光照明画像として同時に表
示する。これにより、観察対象の位置を正確に把握しながらの診断が容易に行える。また
、各フレーム画像を重ね合わせて同時に表示させるため、動画像表示する際にコマ落ちが
目立たなくなる。
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【００６６】
　このように、白色光の照明下の撮像画像と、特定の可視波長帯域の光を含む照明下の撮
像画像とを交互に撮像することで、双方を略同時に画像取得することができ、複数種類の
画像情報をリアルタイムで同時に表示させることができる。また、それぞれの画像情報を
並べて表示することで、観察位置とその部位の性状が同時に把握でき、特殊光診断による
診断精度を一層高められる。
【００６７】
　また、撮像して得られる各フレームの各検出光画面のそれぞれを適宜組み合わせて利用
することで、診断に都合のよい画像情報を簡単に提供することができる。例えば、粘膜の
深い部分に到達しにくい青色光が組織の表層部の毛細血管を、また、組織の内部にまで行
き届く緑色光が深部の血管をそれぞれ鮮明に映し出した画像を簡単にして得ることができ
る。
【００６８】
　また、特定の可視波長帯域の光として赤外光を用いる場合、赤外光観察を行うことがで
きる。例えば、深部血管は、赤外光が吸収されやすいＩＣＧ（インドシアニンググリーン
）を静脈注射して赤外光を照射することにより、人間の目では視認が難しい情報を強調表
示されて観察される。
　また、赤外蛍光観察により診断される肥厚は、コラーゲンなどの蛍光物質からの自家発
光により観察され、その励起光には緑色光や青色光が用いられる。
【００６９】
　以上説明したように、本実施形態の内視鏡装置１００によれば、照明光学系の白色光源
としてレーザ光を用いることで、光ファイバーにより導光でき、高輝度の光を、拡散を抑
えて高効率で伝搬させることができる。また、白色用の導光路を光ファイバーで構成でき
るため、従前のライトガイド（光ファイバー束）を要することなく、内視鏡挿入部の細径
化が図り易くなる。すなわち、ライトガイドで必要な光を内視鏡挿入部１３の先端に導く
ためには、ライトガイドの径が少なくとも約１ｍｍ以上必要となるが、単線の光ファイバ
ーを用いる本実施形態の構成では、外皮の保護材を含めた外径で０．３ｍｍ程度の細径に
できる。また、内視鏡で一般的に用いられるキセノンランプにより狭波長帯域の光をフィ
ルタリングして取り出す場合と比較すると、１／２０程度の消費電力で同等の明るさを実
現できる。さらに、排熱も少なくできることから、冷却ファン等の小型化、静音化が図ら
れる。
【００７０】
　なお、上記の光源装置および撮像装置ならびに、これを用いた内視鏡装置は、前述した
各実施形態に限定されるものではなく、適宜、変形や改良等が可能である。また、内視鏡
装置は、医療用内視鏡に適用する以外にも、工業用内視鏡をはじめ、他のいかなる用途に
も利用でき、さらに、光源装置、撮像装置は、多種多様な目的に適用できることはいうま
でもない。
【図面の簡単な説明】
【００７１】
【図１】内視鏡装置の概念的な構成図である。
【図２】図１に示す光源装置の光学系の構成図である。
【図３】蛍光体の励起スペクトルと発光スペクトルおよび各光源からの光の分光強度を、
（ａ）通常光照明時と（ｂ）特殊光照明時で示すグラフである。
【図４】近紫外レーザ光源からの波長λ１の光により励起され、青色レーザ光源からの波
長λ２の光により励起されない特性を有する蛍光体（ａ）～（ｄ）の励起スペクトルと発
光スペクトルを示すグラフである。
【図５】図１に示す光源装置の他の光学系の構成図である。
【図６】蛍光体の励起スペクトルと発光スペクトルおよび各光源からの光の分光強度を、
（ａ）白色光照明時と（ｂ）特殊光照明時で示すグラフである。
【図７】撮像素子の分光特性を示すグラフである。
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【図８】他の光学系の構成図である。
【図９】不要光カットフィルターの分光吸収特性を示すグラフである。
【図１０】撮像光学系により撮像して時系列的に得た複数のフレーム画像（ａ）と、これ
らフレーム画像を並べ替えて表示する様子（ｂ）を概念的に示す説明図である。
【図１１】モニタ上の異なる表示領域に複数種類の画像情報を表示した様子を示す説明図
である。
【図１２】従来における通常照明時（白色照明光による照明）を（ａ）、特殊光照明時（
特定波長帯域の光による照明）を（ｂ）として、それぞれの励起スペクトルおよび発光ス
ペクトルを示すグラフである。
【符号の説明】
【００７２】
　１０　内視鏡
　１１　本体操作部
　１３　内視鏡挿入部
　１５　撮像素子
　１７　撮像レンズ
　１９　照明用光学部材
　２０　光源装置
　２１　光ファイバー
　２５　不要光カットフィルター
　２７　撮像信号処理部
　２９　制御部
　３０　画像処理装置
　３１　光源部
　３３　近紫外レーザ光源（第１の光源）
　３５　青色レーザ光源（第２の光源）
　３７　コリメータレンズ
　３９　ダイクロイックプリズム
　４０　モニタ
　４１　集光レンズ
　４３　蛍光体
　４７　ダイクロイックプリズム
　４９　緑色レーザ光源（第２の光源）
　５１　第１のメモリ
　５３　第２のメモリ
　５５，５７　表示領域
１００　内視鏡装置
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